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② 講演『公害紛争処理制度の特徴と役割及び期待』 
 

立教大学法学部教授 淡路 剛久 

 

Ⅰ 序 説 

Ⅱ 公害紛争の権利を基礎としない解決と権利を基礎とする解決 

 Ⅱ－１ 公害紛争と権利を基礎としない示談・和解による解決 

 Ⅱ－２ 権利を基礎とする公害裁判 

 Ⅱ－３ 公害判決後の和解 

Ⅲ 公害紛争と公害紛争処理制度 

 Ⅲ－１ 和解の仲介制度 

 Ⅲ－２ 公害紛争処理法による公害紛争処理制度 

Ⅳ 結 語 

 

 御紹介をいただきました淡路でございます。 

 本日は、こういった機会をいただきまして、あ

りがとうございます。また、公害等調整委員会の

委員の先生方、各地域の審査会等で紛争処理に当

たられています専門家の皆様方の前でお話をさせ

ていただくというのは、大変光栄なことでござい

ます。お礼を申し上げたいと思います。 

 公害紛争処理制度への期待ということで何かお

話をしてほしいということですが、期待だけです

と、どうも褒め言葉ですぐ終わりそうなので、特

徴と役割及び期待ということで、少しこの制度の

意味についてもお話をさせていただきたいと思い

ます。 

 

＜Ⅰ 序 説＞ 

 日本で裁判制度とは別に、この公害紛争処理制

度というものが設けられましたのは、ご存じのと

おり 1970 年でございます。この制度は、紛争処理

制度ということで言えば、近年、製造物責任事件

でありますとか、あるいは契約に起因する消費者

被害紛争などの領域でもその役割が期待されてお

ります裁判外紛争処理制度＝ＡＤＲ（Alternative 

Dispute Resolution）の一つであり、その中で最も

重要なものであると言えるわけであります。 

 東京都に消費者被害救済委員会という制度がご

ざいます。私はそこの会長をしておりますが、大

変重要な案件が幾つか出てきておりまして、ＡＤ

Ｒが果たす役割というのは極めて重要だと思って

いるわけであります。 

 ＡＤＲと言いますと、横文字ですし、何か大変

新しい現代的な制度のようにも聞こえますけれど

も、そこで用いられております紛争解決方式とし

てのあっせんというやり方、公害紛争処理制度の

発足時には、これは和解の仲介と呼ばれたわけで
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すけれども、これは実は、伝統的に用いられてき

たいわゆる日本的な紛争解決方式であり、私の先

生の川島武宜博士は、調停的解決方式と呼んでお

りました。 

 そういう調停的解決方式とは何か。マックス・

ウエーバー流に言いますと、マックス・ウエーバ

ーは、「支配の社会学」という本で、あらかじめ存

在する形式的・合理的基準に従った裁判、それは

ウエーバーの言葉で言えば、法に従った合理的裁

判ということですけれども、それと対峙された裁

定者の被裁定者に対するある種の権威と若干の恩

恵の付与及びその被裁定者のそれに対する恭順で

すね、そういう縦のある種の関係、そういうもの

が日本の伝統的な意味での調停的解決方式だとい

う、これが川島説でしたけれども、それと関係が

あるわけであります。 

 したがって、現在の公害紛争処理制度を考える

場合には、その伝統的な紛争解決方式との関係と

いうことについて若干触れておく必要があるだろ

うと思いました。 

 他方、裁判との関係も考えておく必要があるわ

けでして、公害紛争処理法による紛争解決制度の

創設後も、公害紛争というのは、多くは裁判にな

ってきたわけであります。とりわけ、四大公害訴

訟やその後の大型の大気汚染訴訟といった重大な

公害紛争というのは、これはみな裁判になったわ

けです。 

 もっとも、裁判になった場合であっても、判決

によって必ずしも最終的な解決になったというわ

けではありませんで、裁判所が関与する和解であ

るとか、判決後、当事者が話し合って、交渉して、

和解に至るということもあったわけです。また、

もちろん当事者は違いますが、同一の事件が公害

等調整委員会に係属した場合も多いわけでありま

す。 

 こういった事情を考えますと、裁判による解決、

裁判所の関与による和解とか、あるいはさらに当

事者交渉による和解の機能というものと、公害紛

争処理制度による解決との関係も、これは考えて

みる必要があるだろうと思うわけであります。 

 なお、公害紛争処理法の中には、あるいはこの

制度の中には、先ほどもご紹介ございました公害

苦情処理制度というのがありまして、これはもう

７万件から９万件を超える事件といいますか、苦

情・陳情を扱っておりまして、これは調査してみ

ないとわかりませんが、おそらく日常的な、ある

いは軽微な公害紛争は、この制度によってうまく

調整されている、解決されているという側面が相

当あるのではないかと、かなり大きな役割を果た

しているのではないかという気もいたしておりま

す。また、地域における公害審査会等の役割、こ

れは大変重要だと思っておりますが、全国的に調

査をするということもできませんので、今日はそ

の点については触れないことにしますが、ただ中

央委員会についての問題点、様々な特徴、役割と

いったものが、地方における公害審査会等とかな

りの部分で通じるところもあるだろうとも思って

おります。 

 

＜Ⅱ 公害紛争の権利を基礎としない解決と権利

を基礎とする解決＞ 
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（Ⅱ－１ 公害紛争と権利を基礎としない示談・

和解による解決） 

 公害による被害というのは、明治時代の日本の

近代化による工業化、産業化に伴って発生し始め

たわけであります。もちろん、それ以前にもあっ

たでしょうけれども、いずれにせよ、鉱山被害と

いうのがその中心であったわけであります。被害

を防止するための効果的な法規制は存在しないま

ま鉱工業活動は営まれておりましたから、被害は

確実に発生し、紛争が発生したというわけであり

ます。しかし、裁判による権利と義務の関係とし

て解決することは稀でありまして、被害が発生す

ると、加害企業への陳情、行政が介入して示談に

至り、そして被害者に対してわずかの金銭が支払

われる、あるいは被害者が実力行使をして、場合

によっては警察が介入し被害者が逮捕される、そ

ういう事例が多くあったかと思います。 

 典型的な例が足尾鉱毒事件でありましたけれど

も、この事件は直接的な紛争としては 1880 年前後

から 1914 年頃まで続きましたが、被害者農民の公

害防止と補償支払いの要求は受け入れられること

なく、地方行政が仲裁者として中に入り、そして

成立した一種の示談ですね、それによって若干の

金銭が支払われて紛争を治めるというものでした。

あるいは、川俣事件のように直接請願行動をして、

官憲が出てきて衝突し、やがて刑事訴追事件にな

るというようなことが起こったわけであります。 

 また、松木村でご覧になった方がおられるかと

思いますが、足尾の上流にあった松木谷という谷

にある、はげ山になっている谷ですが、松木村と

か、あるいはその下流の谷中村が消滅することで

解決させられたものですけれども、公害は終わら

ないまま戦後になっているわけであります。 

 戦後の例は、言うまでもなく水俣病事件であり

まして、1950 年代の後半に被害が顕在化して、漁

民ですとか、水俣病被害者と原因者チッソとの紛

争が生じたものですけれども、1959 年に施行され

た水質２法というのは、水俣湾に適用されること

は、その頃はなかったわけです。1959 年には見舞

金契約が結ばれましたが、その内容は、裁判所に

よって後に民法 90 条の公序良俗違反で無効だと

判断されるような、一方的に加害者に有利なもの

であったわけであります。 

 1970 年には水俣病補償処理委員会というもの

ができ、あっせんがなされて、補償が行われまし

た。しかし、これは被害者の権利を基礎としない、

つまり法的な判断というものを踏まえない、そう

いう解決でありまして、得られた補償金の額とい

うのは、後の判決のおよそ３分の１程度で、結局

その後も紛争は続くことになったわけです。 

 こういった被害者に対する法的な権利を前提と

しない紛争解決の状況というのは、裁判となりま

した少数の事例を除きますと、基本的に 1960 年代

から 70 年代の初め頃まで続いたわけであります。 

 

（Ⅱ－２ 権利を基礎とする公害裁判） 

 1960 年代以降、公害紛争が生じまして、権利と

義務の争いの問題として、裁判上解決されること

が多くなりました。言うまでもなく、そのきっか

けになったのが四大公害訴訟であります。四大公

害訴訟というのは、大変インパクトを与えました

ね。新聞に報道されまして、ニュースに出ました
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し、テレビにも映りました。この権利と義務で物

事を解決するということが、この四大公害におい

ては、紛争解決の質において非常に大きなインパ

クトを日本の国民の認識に与えたかと思います。 

 もう１つ、実は日本の法的な争い方、権利と義

務の問題として問題を解決していくという、その

行動様式に影響を与えていったのは、交通事故訴

訟だと思います。 

 この四大公害訴訟というのは、いずれも被害者

が勝訴するということで終わったわけであります。

法理論としても、この四大公害訴訟が展開されて

いる中で、きちっとした議論がなされまして、因

果関係論にしても、過失論にしても、共同不法行

為論にしても、いろいろ論争がなされて議論が進

展したわけでございます。 

 その後も公害は深刻化しまして、四大公害訴訟

に表された国民世論の公害対策を求める声という

ものが、政府に公害規制を進める立法を促したわ

けであります。1967 年に公害対策基本法が制定さ

れ、1970 年には公害国会が開かれて、公害関係 14

法が制定され、その後も公害法の制定が続いたわ

けです。ここにおられる先生方は皆さん、ああそ

うだったなと思い起こされると思います。 

 公害紛争の処理については、公害対策基本法が

公害紛争処理制度を設けるということを規定した

わけです。1970 年の公害国会で、その規定に基づ

いて公害紛争処理法というものが制定されて、

1972 年には改正され、その役割が強化されて、そ

の後も若干の改正を経て今日に至ったということ

であります。 

 1970 年代の前半に判決に至りました四大公害

訴訟は、被害者側から言えば不十分であったかも

しれませんけれども、ともかく被害者側に対して

明白な勝訴判決をもたらしたわけであります。そ

の頃から公害事件については、損害賠償請求事件

についても、差止め請求事件についても、紛争が

裁判所に持ち込まれるということは稀でなくなり

ました。1960 年代以前と以降を比べますと、やは

り人々の意識にはかなり大きな変化が生じてきた

かと思います。 

 公共性を問う訴訟も提起されました。大阪国際

空港公害訴訟、新幹線公害訴訟、それから大気汚

染で大規模な大気汚染訴訟というのが、四日市公

害判決後、千葉、西淀川、川崎、倉敷、尼崎、名

古屋南部、東京といった所で起こされましたし、

さらに水俣病事件についても、熊本水俣病事件の

被害者が、熊本、新潟のほかに東京、京都、大阪

で訴訟を起こしたわけであります。 

 こうして四大公害訴訟の後、おおむね 1980 年代

から 90 年代にかけまして大型の公害訴訟が争わ

れて、20 世紀の末までにほとんどが判決を言い渡

され、その後和解をして終了したということにな

るわけであります。現在、大型の公害訴訟で争わ

れていますのは、水俣病訴訟としては関西訴訟が

最高裁判決待ち、大気汚染裁判としては東京裁判

が行政と自動車メーカーに対する部分が二審とい

う状況であります。 

 

（Ⅱ－３ 公害判決後の和解） 

 公害訴訟の提起が珍しいことではなくなった、

ある意味では普通のことになったということです

けれども、それが 1980 年代以降ですが、裁判所に
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よって判決が言い渡された後も事件が和解によっ

て終了するという場合が多いわけであります。こ

れは日本の制度というか、日本の現状の非常に特

徴的なことですね。 

 得られた判決と比較した場合、タイプは４つあ

るようでして、１つ目は、和解前の判決で実質的

に原告の請求が認められなかったために原告が上

訴し、訴訟を続けながら和解を申し出て和解に至

るけれども、そこでは実質的に請求の内容が満足

には認められなかった、不満足にしか認められな

かったという場合であります。 

 ２つ目は、和解前の判決で実質的に原告の請求

が認められなかったために、原告が上訴し、訴訟

を続けながら和解を申し出て、実質的に請求の内

容を実現したという場合であります。判決は認め

られなかったけれども、和解で何とか認めさせた

ということです。運動とか世論の力があったのだ

と思います。 

 ３つ目は、判決で原告の請求が実質的に一応認

められたが上訴し、あるいは相手方から上訴され

て、結局和解に至り、判決内容を概ね確定させて

終わったという場合であります。 

 ４つ目が、判決によって原告の請求が実質的に

認められたわけですが、判決後に和解をしまして、

判決内容よりも有利に原告の請求を認めさせたと

いうことであります。 

 こういう４つのタイプがあるようですが、とに

かく判決で事件が全部終了せずに、その後も和解

がなされるということが、ある意味で大変特徴的

なことではないかという感じがいたします。３月

にフランスで講義することがありまして、こうい

う話をしますと、大変興味を示しましたね。特徴

的なことかもしれません。 

 四大公害判決後の和解や協定によって、この第

４のタイプ、つまり判決以上に和解でもって原告

側が内容を勝ち取るといいますか、認めさせると

いう例ですが、水俣病の一次判決後の協定ですね、

これは原告になった人以外にもこれを及ぼすとい

うものでした。それから、イタイイタイ病判決後

の協定などもそうですね。イタイイタイ病の場合

には、これは立入調査が約束されているというよ

うなことがあります。それから、大気汚染公害訴

訟でも同様の和解事例が見られるわけでして、

1980 年代から 90 年代にかけての大型の大気汚染

公害訴訟の場合は、いずれも原告側が勝訴した後、

尼崎の場合には被告企業との関係では判決に至る

ことなく和解をしたわけですけれども、和解をい

たしまして、損害賠償に加えて、名目は様々です

けれども、かなりの高額な金銭が原告側に支払わ

れました。これは地域再生ということを目的にし

た金銭の給付ということです。 

 こういったような、原告の請求が判決以上に認

められたという点は、大変注目すべきことですし、

その有利な内容が、個人々々に分配されるという

のではなくて、環境の回復・再生を目指すという

ことを旗印にして支払われているという点で、意

義のある和解であったと思われるわけであります。 

 

＜Ⅲ 公害紛争と公害紛争処理制度＞ 

 

（Ⅲ－１ 和解の仲介制度） 

 公害・環境紛争は、裁判外で行政が仲介して和
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解により解決に至るということが歴史的にも少な

くなかったわけであります。これを非公式的な行

政的解決と呼ぶことができますけれども、足尾鉱

毒事件以来、そういった紛争解決の仕方というの

は繰り返し行われてきました。こういった解決の

仕方は、伝統的な日本人論と言われました。かつ

ては日本人論というのは随分はやったわけですね。

戦後しばらく川島先生から、その他土居先生の甘

えの構造とか、いろいろ日本人論がはやりました

けれども、最近はあまりはやりませんかね。自分

自身を議論するほどの自信もなくなってしまった

のかもわかりませんが…。いずれにせよ、川島説

的に言えば、和の精神とか、互譲の精神とか、あ

るいは逆から言えば裁判所嫌いとか言われたわけ

であります。 

 しかし、制度的に政治を担う方、権力者がその

ような側面を利用したということもあるわけでし

て、古くから紛争が繰り返されました小作関係の

争いの解決に調停制度を導入して、公式的な、フ

ォーマルな行政的解決として制度化していくとい

うこともありました。こういった場合には、争い

を権利と義務の関係、つまり法律的な紛争になっ

ていくのを回避するという役割を果たしたとも言

われているわけであります。 

 戦後、公害紛争が多く現れるようになりました

時にも、為政者側はこの伝統的な紛争解決方式を

制度化する形で、つまり公式的な、フォーマルな

行政的解決方式として制度化する形で、1958 年の

水質保全法、1962 年のばい煙規制法にそれを導入

したわけであります。これは遡りますと、鉱害賠

償について鉱業法で和解の仲介制度というのがあ

り、それを倣ったということです。 

 こういった制度の導入の必要性としては、もち

ろん別の理由があったと言われています。水質汚

濁原因、あるいは大気汚染原因の解明の必要とい

う技術的な要素が一方で指摘され、他方では紛争

が産業間の紛争になりやすいということで、政治

的・社会的･経済的要素というものが指摘された。

要するに、鉱工業、水産業等について専門的知識

を有するとともに、識見の高い公正な第三者が手

続にとらわれずにあっせんないしは勧奨をなし、

当事者の互譲の精神によって解決の糸口を見出す

のが望ましい方法と考えられると、そういう説明

をしていたわけであります。これは当時の行政担

当官が解説書で述べていた言葉であります。 

 その後、ばい煙規制法の和解の仲介制度は、1968

年の大気汚染防止法に承継され、さらに、同年の

騒音規制法でも同様の制度が採用されました。こ

の和解の仲介制度という旧法上の制度というのが、

公害紛争処理法が制定されるまで続いたわけであ

ります。 

 しかし、この旧法上の制度というのは、現実的

にはどうも大きな機能を果たさなかったように見

えるわけであります。制度の利用状況が大したこ

とはないのです。大気汚染関係は３件、水質汚濁

関係は 29 件でしかありませんでした。公害が深刻

化しつつあった時代ですから、これは大変少ない

数であったと思われます。 

 

（Ⅲ－２ 公害紛争処理法による公害紛争処理制

度） 

 1970 年に制定されました公害紛争処理法は、一
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方で和解の仲介制度を受け継ぎ、他方でこの制度

を拡充強化して一般的な制度といたしました。つ

まり、中央に国家行政組織法８条に基づく委員会

として中央委員会を置き、調停及び仲裁を行うも

のとし、都道府県に公害審査会を置くことができ

るものとして、和解の仲介、調停、仲裁をできる

ようにしました。さらに、中央委員会には文書の

提出や立入り権限を与え、専門調査員を置くとい

うことで権限を強化する。1972 年に改正がなされ

まして、中央委員会は、国家行政組織法の３条に

基づく国の行政機関、つまり公害等調整委員会と

して組織的に強化され、原因裁定と責任裁定があ

るわけですけれども、裁定ができることになり、

権限がさらに強化されたわけであります。1974 年

の改正で、放置した場合には社会的に重大な影響

があると認められる事件について、職権あっせん

制度が中央委員会と審査会に導入されることにな

りました。 

 公害紛争処理制度が制度化されるに至ったのは、

一体どのような理由に基づいてかということです

けれども、制度の発足時、次のような理由が述べ

られたわけであります。つまり、公害対策基本法

が紛争処理制度を設ける理由ですけれども、公害

による被害の救済は、司法上の手続によって解決

されるのが建前だけれども、損害賠償責任、それ

からその範囲等の認定、その他の点で様々な困難

を伴うものであるから、こうした紛争の処理につ

いては、専門技術的な判断を加えて公正かつ迅速

な解決が図られるようにする必要があるというこ

とです。 

 さらに、その後の紛争処理制度の立法の検討、

中公審の答申の中では、公害の特質、つまり１つ

目に、因果関係があいまいで不明確なことが多く、

これを立証することが困難な事例が少なくないと

いうことですね。２つ目に、加害者又は被害者の

一方、あるいは双方が多数であって、場合によれ

ば特定し難いことがあり、これを一般の住民が確

認して証明するということは不可能に近いという

こと。３つ目に、公害の多くはいわゆる産業公害

であり、その被害者は社会的に弱者である一般の

住民であるということから、実際の公害問題に対

処して、迅速、適正な解決を図るためには、行政

的に紛争の処理を行う制度が必要である、こうい

うことが指摘されたわけであります。こうして

1970 年に、公害紛争処理法が制定されました。 

 この制度の発足の頃ですけれども、この制度が

向かう方向性というのは、実は２つあるのではな

いかと私は思っておりました。 

 １つは、和解の仲介ですね。これは、民法上の

和解を成立させるための仲介ということですが、

後の 1974 年の改正で、事実行為を含む広い表現と

してあっせんという表現に変えられたわけですけ

れども、そのあっせんとか調停といった当事者の

互譲と合意に基づく紛争解決方式として機能し、

紛争を権利・義務の問題にしないで解決する方向

であります。このような紛争解決の仕方は、いわ

ば伝統的な紛争解決方式の延長線上にある方向性

であります。 

 もう１つは、被害者の権利を損なうことなく、

裁判よりも簡易・迅速に公害紛争を解決する機関

として機能をするという方向であります。 

 制度的には、仲裁が入ったことによって後者の
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方向性ですね、被害者の権利を損なわない、つま

り権利・義務をきっちりさせる、しかも簡易・迅

速に解決する、その方向に向かう可能性が強まっ

たと思われましたし、さらに２年後に、当初から

導入が要望されていました裁定の権限が公調委に

与えられたことで、この中央委員会というのは、

調査権限に基づく事実認定と法的な判断を踏まえ

つつ、簡易・迅速に公害紛争を解決する特別の機

関、いわば公害裁判所として期待されることにな

ったのだと考えられるわけであります。 

 仲裁というのは、その手続に入る当事者の合意

が必要ですけれども、その判断は確定判決と同一

の効力を有するわけですから、当事者を納得させ

るためには、やはり合理的な理由が必要であるし、

裁定はもう準司法的手続であって法的な判断が必

要だと考えられるからであります。 

 公調委が、事実認定と権利義務に関する法的な

判断を踏まえつつ、しかも簡易・迅速な公害紛争

処理機関として確立していく方向に行ったという

ことですが、そのためには一定の時間が必要であ

りました。 

 裁判所に提起された公害訴訟と公害紛争処理制

度による処理の数というのを 1974 年から 84 年ま

で比較してみますと、この場では省略させてもら

いますが、公害紛争処理制度による処理件数は、

はるかに少ないわけであります。 

 それから内容を見ますと、2001 年までに公調委

に申し立てられた紛争処理の受理件数、これは総

数で 749 件でした。そのうち調停事件が 697 件で

す。しかし、そうはいいましても、その中で水俣

病事件が 614 件を占めておりますし、大阪国際空

港公害事件が 25 件を占めている。つまり、ほとん

ど大部分は同一案件であったわけであります。 

 そういう事実を踏まえ、さらに公害紛争の裁判

による解決の 1990 年代に至るまでの推移を見て

みますと、おそらく次のように言えるのだろうと

思います。つまり、公害紛争の裁判上の解決が、

四大公害判決から最近の大型公害訴訟の相次ぐ判

決、そして判決後の和解に至るまで、公害の損害

賠償責任について過失論とか因果関係論、それか

ら共同不法行為論について、法理論を次々と発展

させて確立させてきた状況の中で、被害者が裁判

所に期待を寄せても、裁判所以上に公害紛争処理

制度に大きな期待を寄せるということには、実際

上は難しい状況があったと思われるわけでありま

す。 

 実際には、水俣病事件とか大阪国際空港公害事

件の被害者のうち、多数の被害者が公害等調整委

員会に解決を申請したわけですけれども、その際

に公調委が果たした役割というのは、基本的には

裁判所の判断を、訴訟を提起しなかった被害者に

適用をするという解決の仕方であったということ

であります。 

 しかし、他方で公害等調整委員会は、制度発足

の時から、つまり 1970 年頃から、案件としては少

数でしたけれども、重要な事件について独自にそ

の役割を発揮して、権利に基づく判断、権利に基

づく解決を図ってきたということも事実であるわ

けであります。 

 例えば、調停事件としては、足尾鉱毒事件に関

する渡良瀬川下流流域農民の申請事件があります。

この事件は、四大公害訴訟が裁判所で展開されて
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いく中で、被害者がどのような救済方式に訴える

かということが自分たちの問題として問われたわ

けですから、実は裁判所に行く可能性もあったし、

出来たばかりの公害紛争処理制度に行くという可

能性もあったわけです。さあどちらに行こうとい

う状況にあったわけで、もし最初の事件である足

尾鉱毒事件についてのこの制度による解決、つま

り公調委による解決というものが、被害者である

とか、世論をして納得させるようなものでなかっ

たとしますと、その後のこの制度に対する国民の

信頼というのはやや違ったものになったかもしれ

なかったという意味で、重要な事件であったと思

います。 

 この足尾の事件というのは、朝鮮戦争が勃発し

まして、それで再び古河鉱業足尾銅山の産銅量と

いうのが急増していくわけですね。あそこへ行っ

てご覧になるとわかりますが、鉱滓を堆積させる

わけですが、1958 年でしたか、最も下流の最も南

にあった沢が決壊し、堆積場が決壊いたしまして、

下流のかつても被害を受けた毛里田村というとこ

ろが大変な被害を受けたわけであります。 

 ここで大変有名な方ですが恩田さんという方が

運動を起こしまして、これは従来のような若干の

補償を受けて治まるということではいけない、抜

本的な解決が必要だという運動を起こしまして交

渉を始めるわけですけれども、ちょうど水質２法

ができて、渡良瀬川の水質をどうするかというこ

とに話が移っていってしまうわけですね。補償の

方の問題と言いますか、対策の方の問題が実は水

質基準の問題になっていき、ご存じのとおり、あ

の当時は水域を指定して、その水域について水質

をどうするかという議論を延々とやるという状況

が続いていくわけです。恩田さんは臨時委員にな

るということで、運動の方は代表を降りて欲しい

と言われたらしく代表を降り、その後、板橋明治

さんという方が継いで、２代で運動を続けるわけ

ですけれども、その時期になりまして、いよいよ

このままではだめだということで提訴するという

ことになりました。そこで、裁判所ではなくて公害

等調整委員会に提訴するということにしたわけ

であります。これが 1972 年、合計 38 億円の支払

いを求める調停申請をしているわけであります。 

 これに対して、古河鉱業側は真っ向から争うわ

けであります。責任を全面否定するんですね。足

尾銅山というのは国家経済発展の大きな原動力で

あって、国家の命令によって増産に応えてきただ

とか、鉱毒問題発生以来、巨額の費用を投じて

鉱毒防止に努めたとか、水質基準が守られている

から鉱毒汚染は存在しないとか、農作物の減収の

原因というのは足尾銅山の操業に起因するかは疑

問だとか、仮に被害が出たとしても、それは自然

的条件によるものが大部分であり、被害について

はその都度補償してきたとかそういうことを言い

まして全面的に争いました。公害等調整委員会に

よる紛争処理というものが動き出したわけであり

ます。 

 1972 年の５月に第１回調停期日があり、それか

ら 12 回調停期日を開催しまして、期日外において

も説明や意見聴取を行ったり、それから米につい

ての調査を行ったり、土壌の重金属濃度の調査を

行ったり、非常に科学的、実証的な検討を行った

わけであります。そういった資料に基づきまして、
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1974 年の５月、第 12 回期日において、公調委の

あっせんに基づく調停が成立しました。結局、15

億 5,000 万円の支払いをするということと、それ

から古河側が自治体と公害防止のための協定を結

ぶということ、その他まだ幾つか調停上重要な条

項がございますけれども、そういうことを結んで

終わったわけであります。 

 その後、古河は関係自治体と公害防止協定を結

んでいるわけですね。結んで、その結果、自治体

は鉱業所側に立ち入って調査をできるという権限

があって、これは大変重要なことだと思います。 

 結局、この解決はどう評価されるべきかという

ことですが、この事件の公調委による解決は、被

害農民の権利をそれほど減殺することなく、簡

易・迅速な審理によって古河鉱業の不法行為責任

を歴史上初めて認めさせたということで評価され

たわけであります。不法行為上の責任とは言って

いませんが、これは鉱業法が適用される事件です

から、過失の証明は必要ない。ですから、因果関

係だけ認められればいいわけで、結局、不法行為

を認めたと同じことになるわけであります。 

 公調委側から言えば、これは大事件たる足尾鉱

毒事件を迅速に解決させたということで評価を得

たわけであります。そして、その存在意義という

ものを制度発足の時から確立させることになった

事件だと言えるかと思います。２年ちょっとで成

立したわけですが、当時、公害事件の第一審とい

うのは、大体早くて４～５年かかっていましたか

ら、大変早かったと言えるわけですね。 

 それから、審理の進め方については、物の本に

よると、これは密室の中で行われたということで、

この点は改善する必要があるという指摘もありま

すが、これは透明性、それから簡易・迅速性、そ

れはこれからの議論でもあるでしょうけれども、

制度の組立ての問題とも関連しているわけであり

ます。 

 それから、因果関係や損害についての科学的立

証の面ですけれども、この制度では委員会がその

費用で調査や鑑定を行うことができる、これは申

請人にとって大きなメリットであります。この

事件でもそれが果たされた。後の豊島事件なんか

もそうでした。解決内容についても、これは法律

的に不法行為責任を初めて認めさせたということ

になる、そのように評価できるということであり

ます。 

 補償額の妥当性について、申請額の半分ぐらい

しか認められなかったということですが、これは

なかなか評価は難しいわけでして、実際に本当の

損害がどのぐらいあったのかというのは我々の目

でわかりませんので、38 億円の申請額のうちで 15

億円が妥当だったのかどうかというのは、ちょっ

と評価は難しいということであります。 

 それから、鉱害撲滅のために、県の権限を大幅

に取り入れた公害防止協定の締結も認めさせたこ

とも極めて重要であった。その後の鉱害防止に役

立ったと思われます。 

 これが、これまでの経緯の中の出発点として、

権利に基づく争いという形で解決を図って、それ

が大変大きな評価を得た事件としての足尾鉱毒事

件であります。 

 しかし、そういう側面だけではなくて、公害等

調整委員会はまた、公害防止を求める差止め請求
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事件などでは、その請求を認めるか認めないかと

いう一刀両断的な解決ではなくて、裁判所ですと

どうしてもやっぱり一刀両断的に、請求を棄却す

るか認容するかということになるわけですが、事

実に基づいて話し合い、協議、合意といったもの

を基礎として、将来に向けた政策形成的な解決と

いうものを図ってきた事件もあります。その例と

して、スパイクタイヤ事件が挙げられるわけであ

ります。 

 この事件は、公害等調整委員会が差止め請求の

申立てに対して、現実的かつ実効的な解決を図っ

たと言えるわけでありまして、調停が立法につな

がっていったという意味では、政策形成的な役割

も果たした案件です。行政機関であるが故にそう

いうことも言われるのかもしれません。 

 ご存じのとおり、スパイクタイヤは、冬季路面

が雪で覆われていない状態で走りますと、路面を

削って、その粉じんが健康被害を引き起こすとい

うことで、1970 年代の後半頃から 80 年代にかけ

て問題になりました。1985 年に北海道の弁護士グ

ループが北海道公害審査会に対して、メーカー各

社が北海道内でスパイクタイヤの販売を停止せよ

ということを求める旨の調停申請がなされたわけ

であります。1986 年には、メーカーがスタッドレ

スタイヤの普及に努めて、スタッドレスタイヤの

使用について社会的合意が得られた場合には、北

海道におけるスパイクタイヤの販売を停止すると

いう調停が成立したわけであります。 

 1987 年に長野県の弁護士が、1990 年末限りでス

パイクタイヤの製造を中止して、1991 年３月末日

限りで販売を中止する旨の調停を長野県知事に申

請しまして、事件の性質からそれが全国的に解決

される必要がある案件として、1987 年 10 月に公

調委に引き継がれたわけであります。５回の調停

期日が開かれて調停が成立しまして、申立てどお

りの調停条項が合意されました。 

 さらに、弁護士グループは国を相手として、ス

パイクタイヤの製造、輸入、販売、使用を全面的

に禁止する適切な措置を求める旨の調停申請をし

まして、国は、これらの事件をきっかけとしまし

て、スパイクタイヤを規制する法律を準備してい

たわけですが、結局この法律が制定を見たという

わけであります。その調停と公調委の介入という

ものが法政策的な役割を果たして、結局、法律制

定にまで至ったということであります。 

 近年、この公害等調整委員会は、もし裁判に訴

えたとするならば認められるであろう被害者の権

利を損なうことなく、公調委の利点を生かした解

決を図って、知名度を上げつつあるように見受け

られるわけであります。 

 １つ目は、一刀両断的な判断をする裁判には乗

りにくくて、かつ将来に向けて継続的な対策を必

要とする案件の調停手続による処理であります。

逆から言えば、関係当事者の協議、専門的な調査

と判断、それを踏まえた解決策の検討、そしてそ

の協議を繰り返す必要がある公害事件の調停手続

による解決であります。言うまでもなく、この例

というのは豊島の産廃事件であります。この事件

は、ご存じのとおり、産廃の処理業者が豊島に不

法投棄をした事件ですけれども、処分業者は事実

上事業を廃止しておりまして、不法投棄された廃

棄物の処分が問題になりました。豊島の住民は
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1993 年 11 月に香川県、処理業者、排出事業者で

ある 21 業者を相手としまして、香川県知事に調停

の申請をいたします。1996 年には住民の一部が国

を相手方として調停の申請をしました。この調停

申請は、被申請人の一部であった廃棄物の排出事

業者が幾つかの県にわたっているということから、

県際事件として中央委員会の管轄ということにな

りまして、1994 年３月に中央委員会で手続が開始

されたわけであります。投棄された廃棄物の実態

調査が必要だとされまして、国の予算２億 3,600

万円を支出しまして専門委員会により調査が実施

されまして、有害物質を含む膨大な廃棄物が埋め

立てられて、汚水が一部海域に漏出している可能

性があること、そのためには早急な対策が必要だ

とされ、専門委員会によって複数の案が示された

わけであります。ここでは、自己の費用、つまり

公調委側が自己の費用で調査を職権によって行う

ということの利点が生かされたわけであります。

その後、香川県との間で 30 数回の調停期日で協議

が進められて、2000 年６月に調停が成立いたしま

した。内容は、香川県が廃棄物の認定を誤って処

分業者に対する適切な指導監督を怠ったというこ

とを認めて、申請人に謝罪をしまして、2016 年度

末までに廃棄物を豊島から撤去して、直島に設置

される中間処理施設において焼却・溶融を行うこ

とを骨子とする調停が成立したわけであります。

また、排出事業者との間では、排出事業者が３億

7,800 万円の解決金を支払う旨の調停が成立しま

した。この一部は、県が行う廃棄物の対策費用に

充てられるということになったわけであります。 

 こういった解決は、請求が認められるかどうか

の判断をする裁判手続では得られない解決であり

まして、まさに公害等調整委員会の利点が生かさ

れた、この制度の利点が生かされたと言えるかと

思います。 

 それから、２つ目は、裁判所による法的判断の

水準からは外れない責任裁定、あるいは職権調停

を行うという場合であります。こういったような

実例が増えていくことは、損害賠償事件において

は公調委が権利の判断を行う水準は裁判所と概ね

同じであり、したがって、紛争処理制度を利用し

ても被害者に不利にならない、かえって職権によ

る事実調査を踏まえつつ簡易・迅速に解決が得ら

れるという利点があるということを国民に知らせ

る、知名度を上げるという意味で、大変重要では

ないかと思われるわけであります。小田急の騒音

被害事件がまさにその例だったと思われます。こ

の事件は、高架化か地下化かということで紛争が

あります小田急線沿線の世田谷区の住民が、騒音

被害を理由に小田急を相手として損害賠償を求め

たものであります。申請は、責任裁定として申請

され、一部職権調停に付されることになりました。

責任裁定については、被申請人の不法行為責任の

有無を詳細に検討いたしまして、受忍限度判断を

行い、申請の一部を認容して損害賠償責任を認め

たわけであります。この判断は、在来線の騒音事

件については裁判例がない中で、司法的判断と同

じような判断プロセス、判断の仕方に基づいて解

決を与えたということであります。なお、その案

件の終了後は、協議会が設置されまして定期的に

開催され、公調委に報告がなされ、騒音の環境対

策の進展が公調委によってフォローアップされて
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いる。この結果がどうなっているか、私はその後

のことはちょっとわかりませんが、こういうフォ

ローアップをするということも裁判所ではしてく

れるはずがありませんので、行政機関としての公

害等調整委員会にして初めてできるということで、

これも大変重要な点かもわかりません。 

 それから３つ目ですが、これは裁判所によって

はできない原因裁定の活用であります。原因裁定

というのは、不法行為に基づく損害賠償請求、あ

るいは差止め請求の要件となる因果関係があるか

ないかの判断を職権調査に基づいて行うものであ

ります。最近の例は、杉並病の事件があるわけで

あります。1996 年４月に杉並区に東京都が不燃ご

みの中継施設を設置して以来、のどの痛み、頭痛、

めまい、吐き気、動悸などの健康被害を周辺住民

が訴えるようになったとして、周辺住民が 1997

年５に東京都を相手として公調委に原因裁定を求

めたわけであります。公調委は、審問期日の開催、

専門的事項の調査のために、専門委員の任命、調

査といった手続を進めまして、2002 年６月に一部

因果関係を認める裁定を行いました。この因果関

係の判断というのは、要約しますと、施設周辺の

住民の健康不調が本件中継所の周辺に集中して、

しかもその時期が施設の試運転及び操業の時期と

一致していることから、他に特段の事情が認めら

れない限り本件施設から排出された化学物質が原

因であったと推認いたしました。1996 年９月以降

の新たな健康不調の発生は著しく減少しているこ

とから、９月以前の健康不調との因果関係は肯定

しましたけれども、それ以降の健康不調との因果

関係は否定したわけであります。この裁定という

のは、疫学的な考え方を重視しまして、原因物質

が特定できない場合でも因果関係を肯定できる場

合があるということを示したわけでありまして、

法的因果関係の判断としては、おそらく裁判所の

考え方の幅の中にあるのではないかというふうに

思われるわけであります。1996 年９月以降の健康

不調の発生というのはどう説明するのかという問

題は残りましたが、公調委が疫学重視の因果関係

論を採用したことは、一般に高く評価されたわけ

であります。 

 ４つ目ですけれども、これは判決後あるいは和

解後の紛争処理であります。判決が確定した、あ

るいは和解が締結されたら、それで終わってしま

う、普通の人はそう思うわけですね。判決が出た、

ああこれで万歳だと。しかし、実際はその判決の

内容、和解の内容が任意に履行されるとは限らな

いわけで、つまり、紛争というのは蒸し返された

り、そのまま続いたりするわけであります。そう

いった場合に、判決とか和解の内容を強制的に履

行させることができれば、それはそれで執行の問

題になるわけですけれども、事情が変わったとか、

あるいは判決や和解の内容が直ちに執行に移すほ

ど一義的に明確でないということがあるわけです

ね。裁判所も、当事者が話し合って、こういう条

項で和解しようと言っているから、まあやりまし

ょうと言って結局和解を成立させるということで

すが、後になって全然それが進まないということ

で、また紛争が蒸し返されると、ならば和解を成

立させなかった方がよかったのかもしれない、あ

るいはその当時はそれでもって一旦治まるからそ

れでいいのかもしれない、これは大変難しい問題
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ですけれども、それが今度の尼崎の件で、これに

公調委が乗り出していく。大変難しい問題である

と思いますけれども、非常に新しい側面でありま

して、公調委の存在理由というのが多分に示され

ることになる案件ではないかと思っております。 

 

＜Ⅳ 結 語＞ 

 以上、公調委が近年、公害紛争処理機関として

名実ともにその役割を発揮しつつある例を幾つか

のタイプで申し上げたわけですけれども、今後の

課題というのは、国民に対する知名度であります。

つまり、それは紛争処理制度に対する国民の信頼

にかかっているわけであります。国民からの信頼

を受けて適切に利用されるためには、既に述べま

したけれども、要約して言えば次の点が重要と思

われます。 

 第１に、裁判との比較で被害者の権利を減殺し

ないということです。先ほどから被害者の権利を

減殺しないと言っていることの意味は、法的に考

えたらどうなるかということを一応きちっと踏ま

える必要があるということです。そこを減殺して

当事者の互譲だけで解決をしてしまうことになる

と、どうしても被害者の方が不利になることがあ

るということです。かつてはそうでしたので、そ

のことを申し上げているのです。 

 私も東京都の消費者被害救済委員会で、事業者、

それから申請者にあっせん案を出すに際し、やは

り法的な部分というのをぎりぎりと考えてみた上

で、それをさらにどのようによりよい解決に向け

てあっせん案にしていくかと考えます。特に日本

の場合には伝統的な紛争解決方式というものでず

っときていたわけですので、法律家としては法的

判断を踏まえてみることが大事ではないかと思っ

ているわけであります。 

 第２に、あっせん、調停はこの利点を生かして、

紛争の終結だけではなく、公害問題の解決を目指

して、政策形成的な視点も入れた解決を行うとい

うことです。公調委は、幾つかの紛争処理に当た

っては、そういうことをやられてきたわけですけ

れども、それは大事なことではないかと思います。 

 第３に、仲裁、裁定、職権調停は、法的な判断

を踏まえることが必要だと思われますが、裁判例

に従うというだけではなくて、小田急の事件で見

られたように、ある種裁判所をリードしていくと

いうこともあっていいのではないかと思うわけで

あります。 

 第４に、言うまでもありませんが、公調委や各

県の審査会がきちっとした役割を果たせるために

は、人的、物的なインフラの充実が重要というこ

とです。予算を分配する人達はこの場にいないで

しょうから言っても仕方ありませんが、やはりそ

こは最も大事な点の一つであると言えるかと思い

ます。 

 以上で私のお話を終わらせていただきます。ど

うもご清聴ありがとうございました。 


